
○遠軽町議会災害対応要綱 

成 月 日 

議会訓 第 号 

趣  

第 条 訓 遠軽町内 い 地震等 災害 発生 た 遠軽町議会議員

下 議員 いう 遠軽町災害対策本部 下 町対策本部 いう

連携 議員 適切 迅 対応 町 災害対策を側面 支援 町民 安

全 確保 期 復 復興等 資 た 必要 事項を定  

定義  

第 条 訓 い 災害 町対策本部 設置 該当 災害及び災害救助

法 昭和 法律第 号 適用を受 等 い災害をいう  

連絡会議 設置  

第 条 遠軽町議会議長 下 議長 いう 災害 町対策本部 設置さ

た場合 連携 た 遠軽町議会内 遠軽町議会災害対応連絡会議 下 連

絡会議 いう を設置  

連絡会議 組織  

第 条 連絡会議 会長 副会長及び幹事 役員を 組織  

 会長 議長を 充 連絡会議 事務 総括及び会議役員を指揮監督 連絡

会議を 表  

 副会長 副議長を 充 会長を補佐 会長 事故 あ 又 会長

た そ 職務を 理  

 幹事 各常任委員長を 充 会長 命を受 連絡会議 事務 従事  

 会長及び副会長 事故 あ 又 会長及び副会長 た 幹

事 うち 互選 会長 職務を 理 者を定  

所掌事項  

第 条 連絡会議 掲 事務等を行う  

 議員 安否等そ 居所確認 

 町対策本部 災害情報等 収集及び各議員へ 情報提供 

 議員 災害情報等 把握及び集約 

 前号 集約 た災害情報等 町対策本部へ 提供 

 被災地 避難所等へ 調査 

 必要 応 国 北海道等へ 要望活動等 

 そ 他 会長 必要 認 事項 

議員 役割  

第 条 議員 役割 掲  



 災害 発生 た場合 議員自 安否及び居所又 連絡場所を連絡会議 報

告 連絡会議 各議員 連絡体制を確立 維持させ  

 被災地 避難所等 各情報等 収集を行い 必要 応 連絡会議 報

告  

参集  

第 条 会長 必要 応 役員 外 議員 参集を求  

雑則  

第 条 訓 定 ほ 必要 事項 会長 連絡会議 諮 定  

附 則 

訓 成 月 日 施行  

 


